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栃木県の入札参加資格申請は、全て電子申請で行います。初めて申請される方と、過去

に申請をされたことがある方で、申請までの流れが異なりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電子申請システムを利用した申請について 

５ 

初めて申請をされる方 

既に IDを取得済みの方 
今回の申請が更新の方及び過去に栃木県に申請をしたことがある方は、IDを取得済みです。 

※パスワードを忘れた方は再設定ができますので、11 ページをご覧ください。 

 

電子申請のための ID・パスワードを取得する。P２へ 

 
取得済みの IDとパスワードで、電子申請を開始する。13ページへ 

※IDは登録したメールアドレスです。 

 

電子申請を開始する。 

１ 
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まず、栃木県のホームページへアクセ

スして、トップ画面を表示します。 

「電子申請システム」のアイコンをクリックします。 

画面の中段までスクロールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請のための ID・パスワードを取得する。 

栃木県のホームページへアクセス 

画面の中段までスクロール 

次の手順で取得しますので、画面に沿って手続をしてください。 

Step１ 

Step２ 

Step３ 

 

電子申請システムのアイコンをクリック 
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「栃木県 電子申請システム」の

バナーをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電子申請システムのバナーをクリック Step４ 

画面上のメニューから「利用者登録」をクリック Step5 

「利用者登録」をクリックします。 
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「同意する」をクリック Step6 

利用者 ID（メールアドレス）を入力 Step7 

利用規約をお読みになった上で「同意する」

をクリックします。 

１「利用者区分」 

２「利用者 ID（メールアドレス）」 

３「利用者 ID（確認用）」 

を入力します。 

 

なお、行政書士が申請する場合でも、「代

理人」では申請できませんので、「代理人」

は選択しないでください。（行政書士の申請

についてはＰ32 を参考にしてください。） 
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メールに記載された URLに接続する Step8 

利用者情報を登録します Step9 

登録されたアドレスに確認メールが届き

ますので、URL にアクセスし、本登録を進

めてください。 

 

※画面はお使いのメールソフトにより異な

ります。 

利用者情報を登録します。 

各項目をお読みになり、入力を進めてください。 

 

１ パスワードの設定 

２ 必須項目（    がある箇所）を入力 

３ 任意項目を入力 

４ 「確認へ進む」をクリック。 

１ 

２ 

３ 

４ 
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確認画面で問題がなければ「登録する」をクリック

します 

Step10 

入力内容を確認し、「登録する」をクリック。 

 

登録アドレスあてに、登録完了のメールが 

届いて「IDとパスワードの取得」が完了です。 
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まず、栃木県のホームページにアクセ

スして、トップ画面を表示します。 

「電子申請システム」のアイコンをクリックします。 

画面の中段までスクロールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取得済みの IDとパスワードで電子申請を開始する 

栃木県のホームページへアクセス 

次の手順で電子申請システムにアクセスします。 

 

画面の中段までスクロール 

Step１ 

Step２ 

Step３ 

 

電子申請システムのアイコンをクリック 
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「栃木県 電子申請システム」の

バナーをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請システムのバナーをクリック Step４ 

Step５ 

３ 手続名から「一般競争

（指名競争）参加資格審

査申請（測量・コンサル

タント）【令和７・８年

度】定期受付」を選択。 

 

電子申請の画面から申し込む手続を選択する 

１「一般競争」と入力

し･･･ 

２「検索ボタン」を押す 
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利用者 ID（メールアドレス）と 

パスワードを入力する。 

入力後「ログイン」を押します。 

 

※ 既にログイン済みである場合は、こ

の画面は表示されません。 

「栃木県 入札参加資格」の案内

ページのリンクから、直接申請ペ

ージにジャンプすることができま

す。 

 

  

取得した IDとパスワードでログインする。 Step6 

※Step1~5 に代えて･･･ 
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画面が表示されたら、内容等を確認後、 

下までスクロールし、「同意する」をク

リックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容を確認後「同意する」をクリック。 

ク 

Step7 

この後、入力画面が表示されますので、入力を進めてください 
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パスワードを忘れた場合、パスワードの再設定が可能です。次の方法により手続をお願い

します。なお、利用者 IDはメールアドレスになり、利用者 IDを忘れた場合は再発行がで

きませんので、再度新規で IDを取得してください。 

 

 

「パスワードを忘れた場合はこちら」を 

クリック 

 

 

 

 

 

 

 

利用者 IDと利用者 ID（確認用）を入力し、 

「完了する」をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

この後、登録したメールアドレス宛てに再

設定に関するメールが送付されますので、

所定の手続きをお願いします。 

  

パスワードを忘れた場合について 
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申請書の入力前にアクセシビリティ対応ページへ切り替えていただくと、入力方法に誤

りがある場合、修正が必要な箇所が黄色で着色されて確認しやすくなります。 

 

アクセシビリティ対応ページへの切り替えは申請画面の上部にある「アクセシビリティ

対応ページへ切り替える」をクリックしてください。 

 

 

 

  

アクセシビリティ対応ページへの切り替えについて 
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【申請区分】 

・建設工事、測量・建設コンサルタント等

を問わず、過去に栃木県の入札参加資格の

認定を受けたことがない方は「１」を選択

してください。 

なお、入札参加資格の認定を受けたことが

あっても、登録番号が分からないときは

「１」を選択してください。 

・本店に関する情報を入力します。 

【要注意】 

カッコも全角で入力してください。半角で

入力されると正常に登録できない恐れが

あります。 

正：（株） 

誤：(株)←「()が半角になっている」 

 

略号の（カ）や（ユ）は不要です。 

・代表者役職名を入力します。 

例：「代表取締役」、「代表」 

・個人事業主が申請をする場合は「代表」

と入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請画面への入力について 

１ 

２ 

３ 

２ 
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４ 

５

  

【市区町村】 

群名は入力しないでください。 

【町名番地】 

字名は入力しないでください。 

【本店電話番号、本店 FAX番号】 

電話番号、FAX番号はハイフンで区切り、

入力します。 

例：「028-623-2390」 

 

 

【県外事業者の県内営業所に関すること】 

・この項目は県外事業者のみ、入力する項

目です。県内の事業者は飛ばしていただ

いて結構です。 

・営業所等名称は、法人名の入力はしない

でください。 

正：宇都宮営業所 

誤：栃木県庁設計(株)宇都宮営業所 

 

・県外業者で栃木県に複数の営業所がある

場合は、一箇所の入力で結構です。 

 

・所在地はハイフンを用い入力します。 
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【受任者の有無】 

県外業者は「１：置いている」、「2：置いて

いない」の入力が必須です。 

【注意】６「受任者の有無」、７「委任状に関するこ

と」について 

この項目は県の入札参加資格のみ適用される受任者

の項目です。県以外の市町へ申請する場合、別途、

各市町へ委任状の提出が必要になります。（委任が生

じる場合のみ） 

 

県とは異なる受任者を市町の申請で設定する場合

や、県には受任者を置かないが、市町へは受任者を

置くなど様々なケースが考えられますので、詳しく

は、手引き（別冊）「地域区分と受任者の取り扱いに

ついて」と申請先ごとの「市町別提出書類一覧」を

確認してください。 

【委任状に関すること】 

・県外業者で受任者を置いている場合は、

全て入力してください。 

・県内事業者の方は入力しないでくださ

い。 

【受任者営業所等名称】 

・営業所等名称は、法人名の入力はしない

でください。 

正：宇都宮営業所 

誤：栃木県庁設計(株)宇都宮営業所 

 

【受任営業所等名称フリガナ】 

称号等を除いて、全角カタカナで入力して

ください。 

 

【受任者役職名】 

例：「営業所長」、「支店長」 

 

 

６

  

７
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続けて委任状に関する情報を入力してい

きます。 

【郵便番号】 

半角数字ハイフンを用いて入力してくだ

さい。 

例：「320-8501」 

 

【市区町村】 

●入力例● 

・住所に郡が入る場合 

「栃木県下都賀郡壬生町安塚」→「壬生町」

と入力。 

・市の後に町名が入る場合 

「栃木県栃木市岩舟町静」→「栃木市」と

入力。 

・その他県外などの記入例 

「東京都品川区大井１－１－１２」→「品

川区」と入力。 

 

【町名番地】 

大字等は入力せず、丁目や番地はハイフン

で省略して入力してください。 

正：１－１－２０ 

誤：1丁目１番２０号 

 

【電話番号・FAX番号】 

それぞれハイフンで入力します。 

例：「028-623-2390」 

 

８
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９ 

10

  

【経営事項審査】 

経営事項審査を受審している場合は、そ

の下の許可番号に関する項目を入力し

てください。 

【営業年数等に関すること】 

・営業年数や決算期変更、組織変更等があ

った場合の計算例については、33 ページ

を参照してください。 

 

審査基準日は申請日直前の決算日を入力

してください。 
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【申請担当者に関すること】 

・こちらの項目は事業者の担当者の情報を

入力する項目です。行政書士の情報は入力

できません。 

・代表取締役や個人事業主等が申請担当者

となる場合でも、必ず入力してください。

（この場合の所属名は、「代表取締役」や「代

表」等と入力してください。 

 

【代理行政書士に関すること】 

行政書士が申請を代理する場合に入力しま

す。この欄に入力した場合は委任状の原本

の提出が必要になります。 
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12 
【希望する業務内容に関すること】 

今回申請を希望する業種に「１」を入力してください。希望業種は必ず一つ以上「１」を入力してください。 

 

👆【関連項目】草刈り・側溝清掃業務は自治体によって申請方法がことなることがあります。 

詳しくは手引き（別冊）の「草刈り・側溝清掃業務の申請に関して」、を参照してください。 

 

 
【イ 測量】 

「イ 測量」のいずれか（一般測量、地図の

調整、航空測量）を希望する場合は測量業法

による登録が必要です。 

・当該登録内容を「登録事業及び登録番号」

の測量業者の項目に入力してください。 

【ロ 建築関係建設コンサルタント】 

「ロ 建築関係建設コンサルタント」のいず

れかを希望する場合は、建築士法の規定によ

る登録が必要です。 

・当該登録内容を「登録事業及び登録番号」

の建築士事務所の項目に入力してください。 

【その他の内容】 

「その他」に「１」を入力した場合は、「そ

の他の内容」に具体的な業務内容を入力して

ください。 
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【審査基準日】･･･申請日直前の決算日 

【基準決算期間（自）】、【基準決算期間（至）】･･･

申請日直前の決算期間の始期と終期を入力します。 

 

例：【審査基準日】･･･令和５年 12月 31日 

【基準決算期間（自）】･･･令和５年１月 1日 

【基準決算期間（至）】･･･令和５年 12月 31日 

 

 

 

 
 

基準決算期間の実績高を入力します。 

 

 

 

 

合計は自動計算のため、入力不要です。 

【測量等実績高に関すること】 

「希望する業務内容に関すること」で希望した各業種について、決算期間ごとに測量等実績高を入力

します。※審査基準日直前２年間に創業した場合や、事業年度の変更があった場合についての入力は、

P34を参照してください。 
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  14 
【審査基準日以前 24ヶ月間の決算期間（基準決算期間を除く）】 

決算期の変更等がなければ、直近決算の前期実績高について入力します。 

 

 

 

 

基準決算期間の実績高を入力します。 

決算期の変更等がなければ、直近の決算

の、前期の実績高について入力します。 

 

 

 

 

合計は自動計算のため、入力不要です。 

 

【審査基準日以前 24 ヶ月間の決算期間（自）】、【審査基準日以前 24 ヶ月間の決

算期間（至）】･･･前期の決算期間について入力します。 

 

例 

【審査基準日以前 24ヶ月間の決算期間（自）】･･･令和４年１月 1日 

【審査基準日以前 24ヶ月間の決算期間（至）】･･･令和４年 12月 31日 
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【登録事業及び登録番号に関すること】 

該当する登録事業がある場合、チェックをつけ、登録番号を 15文字以内で入力します。 

なお、登録事業をチェックした時は、登録事業の「登録証写し」又は「登録証明書」を確認しますの

で、必ず別送します。 

【01測量業者】 

【03土地家屋調査士】 

【04建築士事務所】 

【06司法書士】 

【08不動産鑑定業者】 

これらにチェックをした場合は、この後に入

力する「有資格者数関係」の該当する資格に

資格者数を入力してください。 

 

【01測量業者】 

【04建築事務所登録】 

 

【希望する業務内容に関すること】で「イ測

量」又は「ロ 建築関係建設コンサルタン

ト」を選択した場合は、それぞれ【01 測

量業者】、【04 建築士事務所登録】の登

録が必須となりますので、該当する登録事

業をチェックし、登録番号を入力してくだ

さい。 

【その他の登録事業】 

【01 測量業者】～【計量証明事業者】以外

で測量・建設コンサルタント等業務に関する

登録事業がある場合は【その他の登録事業】

をチェックし【登録事業名】及び【登録番号】

を入力してください。 
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16 
【財務関係】 

・「貸借対照表」、「損益計算書」の各欄は、基準決算（通常は申請日直前の決算）の財務諸表を元に入

力してください。ただし、個人事業主の方は記入をしないでください。 

【注意】 

・金額にマイナスがあるときは「－」をつけて入力してください。 

・基準決算の財務諸表を提出してください。※個人事業主も財務関係書類（確定申告書等）の提出は

必須です。（貸借対照表及び損益計算書は必ず添付してください。） 

 

【貸借対照表】 

【重要】 

会計上、次の条件を満たすことが必要で

す。 

【資産合計】＝【負債合計】＋【純資産合計】 

【損益計算書】 

【重要】 

・「売上高」は、測量等実績高の「基準決

算期間の合計」に留意して入力してくださ

い。 

例年、決算書の売上高以上に測量等の実績

高を誤入力される方がいますので、ご注意

ください。 

 

 

【重要】 

売上高と測量等実績高の合計額の関係は必ず以

下の条件に当てはまります。 

【消費税課税業者の場合】 

売上高（税抜き）≧測量等実績高の合計額 

売上高（税込み）÷1.1≧測量等実績高の合計額 

 

【消費税免税事業者の場合】 

売上高（税込み）≧測量等実績高の合計額 
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17 
【a技術職員数】 

【b事務職員数】 

 

もっぱら、建設業など他の業種に従事してい

る職員を含めないでください。 

 

常勤職員がいない場合は「０」を入力してく

ださい。 

18 
【有資格者数関係】 

もっぱら建設業など他の業種に従事してい

る職員を含めないでください 

 

有資格者数は提出書類の「技術者名簿」に記

載の資格者数と一致している必要がありま

す。 
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19 

【有資格者数関係】 

該当がある箇所に引き続き入力します。 
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20 

合計は自動計算です。 

【測量士・士補】 

「登録事業及び登録番号」の「01測量業者」

にチェックをしたときは、該当する資格者数

を入力してください。 

 

【司法書士】 

「登録事業及び登録番号」の「06司法書士」

にチェックをしたときは、該当する資格者数

を入力してください。 

 

【不動産鑑定士・士補】 

「登録事業及び登録番号」の「08 不動産鑑

定業者」にチェックをしたときは、該当する

資格者数を入力してください。 

 

【土地家屋調査士】 

「登録事業及び登録番号」の「03 土地家屋

調査士」にチェックをしたときは、該当する

資格者数を入力してください。 
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各種項目の入力が完了後、画面を一番下までスクロールし、「確認へ進む」をクリックしま

す。 

  

21 

22 

【申請先自治体情報に関すること】 

申請を希望する自治体を選択してください。 

県への申請は必須となりますので、予めチェ

ックが入っております。 

 

例：栃木県のほか、足利市、小山市に入札参

加を申請する場合 

☑栃木県 

☑足利市 

☑小山市 

 

※申請する自治体ごとに、市町別提出書類が

必要となります。 
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23 
エラーがあった場合は、次に進めません。 

エラー箇所が赤字で着色されますので、エラーをなくなるまで修正してください。 

エラー修正後は、再度「確認へ進む」をクリックし、申請を進めます。 

24 
申し込み確認画面が表示されますので申請内容を確認してください。 
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25 
入力内容に問題がなければ、「申し込む」をクリックします。入力を修正したい場合は

「入力へ戻る」をクリックし、再度入力をします。 

 

26
 
この画面まで来れば申し込みは完了です。 

ここで、提出書類にもなっている申請書を印刷します。「PDFファイルを出力する」を

クリックし、申請書を表示させます。 

その後は PDFをプリンターで印刷し、電子申請は完了となります。 

なお、電子申請を完了しても、申請書類等を郵送し、受付が完了しないと申請は完了し

ませんので、ご注意ください。 
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すでに申請した内容の確認をしたい、または申し込み内容に誤りがあった等により修正

したい場合は次の手順により確認・修正が可能です。 

 

（１） 電子申請システムのトップを表示させます。 

（ログインを済ませてない方はログインをしてください。） 

 

（２） 「申込内容照会」をクリックしま

す。 

 

 

（３） 申し込んだ手続が表示されます。（過去に

申し込んだ手続等も表示されます。） 

「詳細」をクリックします。 

 

 

 

（４） 申し込み内容が表示されますので、 

こちらで内容を確認してください。 

また、内容を修正したい場合には、 

画面下までスクロールし、「修正する」 

をクリックし内容を修正してください。     

※申請内容の修正を行った場合は、必

ず修正後の内容が反映されたPDFファ

イルを県あて郵送してください。 

    

 

 

 

申請した内容を確認したい・修正したい場合について 
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ＰＤＦを印刷し忘れた場合は、次の手順により再出力が可能です。 

 

（５） 電子申請システムのトップを表示させます。（ログインを済ませてない方はログイン

をしてください。） 

 

（６） 「申込内容照会」をクリックし

ます。 

 

 

 

 

 

（７） 申し込んだ手続が表示されます。

（過去に申し込んだ手続等も表

示されます。） 

「詳細」をクリックします。 

 

※手続き名は測量・建設コンサルタント

を選んでください。 

 

 

（８） 下までスクロールし、PDF 出

力ボタンをクリックする。 

その後、申請書が表示されます

ので、印刷してください。 

 

 

 

 

  

ＰＤＦファイル（申請書）の印刷を忘れた場合について 
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栃木県では全ての申請を電子申請で行っており、行政書士が代理申請する場合は次の手順

に従って手続をしてください。 

代理人の名義で「栃木県電子申請システム」の利用者登録をしＩＤとパスワードを取得し

ます。 

【注意】 

① 行政書士一人につき一つの利用者登録です。複数の委任者をもつ方であっても一つの利

用者ＩＤから申請を行ってください。 

② 利用者登録時、利用者区分の「代理人」は選択しないでください。 

③ 利用者ＩＤはメールアドレスとなります。 

④ 行政書士のメールアドレスで登録してください。利用者名は代理行政書士名で登録して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士による代理申請について 

行政書士名義での利用者登録 Step１ 

利用者区分は「個人」又は「法人」を選択してください。 

※代理人を選択して登録すると、申請ができません。 
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（１）申請日程上の注意 

建設工事と測量建設コンサルタント等で申請日が異なりますのでご注意ください。 

（２）電子申請上の「代理行政書士に関すること」に行政書士の情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)委任状の送付について 

送付書類に委任状（原本）を同封して送付してください。 

書類の綴り方等は手引き（別冊）を参照してください。 

  

申請者ごとに電子申請を行う Step２ 

② 

① 

【電子申請手続画面】 

① 申請担当者に関すること 

この欄には、各事業者の担当者の内容

を入力します。 

②代理申請行政書士に関すること 

この欄には、代理行政書士に関する内

容を入力します。 

この欄に入力を行って申請手続を行っ

た際には、別送書類で委任状を提出し

てください。 
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【測量等実績高の入力の特例】 

 

「測量等実績高」の入力について、審査基準日の直前２年間に創業した場合や事業年度の変更が

あった場合などは、以下の例により算定してください。 

 

１ 事業年度を変更したため、基準決算及び基準決算の前期の合計月数が２４か月に満たない場合 

 

（例）会社の決算期を令和２年３月３１日から令和元年１２月３１日に変更した場合 

              決算日     決算日    決算日（＝審査基準日）  

                                     

     R3.4.1    R4.3.31    R5.3.31   R5.12.31 

        基準決算の   基準決算の  基準決算Ａ        

        前々期Ｃ    前期Ｂ       

       （１２ヶ月）  （１２ヶ月）  （９ヶ月） 

「基準決算の前々期」 令和３年 ４月 ～ 令和４年 ３月   １２ヶ月 …Ｃ 

「基準決算の前期」  令和４年 ４月 ～ 令和５年 ３月   １２ヶ月 …Ｂ 

「基 準 決 算」  令和５年 ４月 ～ 令和５年１２月    ９ヶ月 …Ａ 

 

【算定方法】 

・直前２期の合計月数                ２１ヶ月（＝Ａ＋Ｂ） 

・Ａ～Ｂの期間の２４ヶ月に対する不足月数       ３カ月（＝２４ヶ月－２１ヶ月） 

・計算式 

直前２ヶ年分の測量等実績高＝Ａ＋Ｂ＋（Ｃ×３／１２） 

 〔審査基準日以前２４ヶ月間の決算（基準決算を除く）〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和３年１月から令和５年３月 

測量等実績高 上記算式によって算定された直前２ヶ年分の測量等実績高からＡの測

量等実績高を控除した額 

〔基準決算〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和５年４月から令和５年１２月 

測量等実績高 Ａの測量等実績高 

※期間は全体で２４ヶ月になるようにしてください。 
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２ 新規に営業を開始したことにより合計月数が２４ヶ月に満たない場合 

 

（例１）令和４年１０月１５日に３月決算で営業開始した場合 

 

【算定方法】 

〔審査基準日以前２４ヶ月間の決算（基準決算を除く）〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和４年１０月から令和５年３月 

測量等実績高 上記期間の測量等実績高 

〔基準決算〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和年５月から令和６年３月 

測量等実績高 上記期間の測量等実績高 

 

 

 

 

 

 

（例２）令和６年３月に創業し、第１回目の決算が到来していない場合 

 

【算定方法】 

〔審査基準日以前２４ヶ月間の決算（基準決算を除く）〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和６年３月から令和６年３月 

測量等実績高 ０（ゼロ） 

〔基準決算〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和６年３月から令和６年３月 

測量等実績高 ０（ゼロ） 
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３ 個人から法人企業に移行し、かつ同一性を保持している場合 

 

（例）令和６年２月１日に会社を設立し、新会社の決算期が令和６年３月３１日の場合。 

              決算日   決算日   法人設立 R6.2.1 

                                    決算日 

      R3.1.1     R4.12.31    R5.12.31       （＝審査基準日） 

    

                                   R6.3.31 

        基準決算の   基準決算の   基準決算の 基準決算Ａ                           

        前々々期Ｄ   前々期Ｃ    前期Ｂ 

       （１２ヶ月）  （１２ヶ月）  （１ヶ月）  （２ヶ月）        
 

「基準決算の前々々期」 令和 ４年 １月 ～ 令和 ４年１２月  １２ヶ月 …Ｄ 

「基準決算の前々期」  令和 ５年 １月 ～ 令和 ５年１２月  １２ヶ月 …Ｃ 

「基準決算の前期」   令和 ６年 １月 ～ 令和 ６年 １月   １ヶ月 …Ｂ 

「基 準 決 算」   令和 ６年 ２月 ～ 令和 ６年 ３月   ２ヶ月 …Ａ 

【算定方法】 

・Ａ～Ｃの期間の２４ヶ月に対する不足月数     ９ヶ月（＝２４ヶ月－１５ヶ月） 

・計算式 

直前２ヶ年分の測量等実績高＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋（Ｄ×９／１２） 

〔審査基準日以前２４ヶ月間の決算（基準決算を除く）〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和４年４月から令和５年１月 

測量等実績高 上記算式によって算定された直前２ヶ年分の測量等実績高からＡの測

量等実績高を控除した額 

〔基準決算〕の欄には次のとおり入力します。 

期間 令和６年２月から令和６年３月 

測量等実績高 Ａの測量等実績高 

 ※期間は全体で２４ヶ月になるようにしてください。 

 

   

【組織変更等】 

  審査基準日以前２年間に、次の取り扱いをしたときは、県土整備部監理課建設業担当

（電話 ０２８－６２３－２３９０）へお問い合わせください。 

   ・会社合併・会社分割・事業譲渡を行ったとき。 

   ・会社更生法・民事再生法に基づく手続開始の決定を受けたとき。 

 
 

個
人 

法
人 
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【草刈・側溝清掃業務のみを申請する場合の特例】 
 

  希望業務が「草刈り業務」又は「側溝清掃業務」のみの方については、経営事項審査の受審の 

有無により、入力内容、添付ファイル及び別送書類を次のとおりとします。 

 

【１ 経営事項審査の結果を受けていない場合】 

(1) 入力内容 

   「測量等実績高」、「登録事業及び登録番号」、「有資格者数関係」は入力不要です。 

    ・「財務関係」は入力する必要がありますのでご注意ください。 

 

  (2) 添付ファイル 

    測量等実績調書、技術者経歴書の添付は不要です。 

 

 

【２ 経営事項審査（※）の結果を受けている場合】 

(1)入力内容 

「測量等実績高」から「有資格者数関係」までは入力不要です。 

 

 (2) 添付ファイル 

    測量等実績調書、技術者経歴書の添付は不要です。 

 

 (3) 別送書類 

提出書類一覧の「１ 共通書類」に掲げる書類のうち、以下のものを省略することができます。 

・No３ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

・No５ 財務諸表 

 

 ※申請日現在で有効な経営事項審査の結果を受けていることが必要です。 
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○ 電子申請システムへのログインに関すること 

Q１ IDを忘れてしまいました。 

Q２ パスワードを忘れてしまいました。 

 

○ 電子申請システムへの入力に関すること 

Q３ どこから入札参加資格の申請をすればよいですか。 

Q４ 申請内容を一時保存することはできますか。 

Q５ 入力内容に誤りがあり申請できません。エラーはどのように確認すればよいですか。 

Q６ 入力内容を誤ってしまいました。どのように修正すればよいですか。 

Q７  行政書士が申請する場合、どのように申請すればよいですか。 

 

○ 申請後の手続きに関すること。 

Q８ 申請後は何をすればよいですか。 

Q９ 申請書の印刷を失念してしまいました。どうすればよいですか。 

 

 

 

Q１ IDを忘れてしまいました。 

 

A１ IDは利用者登録をした際のメールアドレスになります。 

   登録時のメールアドレスでログインできない場合には、お手数ですが新規で利用者登

録をしていただくか、マロニエヘルプデスクまでお問い合わせください。 

 

 

Q２ パスワードを忘れてしまいました。 

 

A２ パスワードの再設定を行ってください。 

   詳しくは、本マニュアルの P11を御参照ください。 

 

Q&Aよくある質問 
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Q３ どこから入札参加資格の申請をすればよいですか。 

 

A３ 栃木県電子申請システムにて申請を行います。 

   申請の流れについては本マニュアルの P7 以降を御確認いただき、申請フォームから

申請を行ってください。 

 

 

Q4 申請内容を一時保存することはできますか。 

 

A4 できます。申請画面の最下部「入力中のデータを一時保存・読み込み」から保存・読

み込みを行ってください。 

 

 

Q5 入力内容に誤りがあり申請できません。エラーはどのように確認すればよいですか。 

 

A5 エラーがある場合には入力不備の項目が赤字で表記されますので、 内容を確認の上適

切な入力に修正してください。 

   なお、申請画面をアクセシビリティ対応ページへ切り替えている場合は、入力不備の

項目が鮮やかな黄色に着色されます。 

※アクセシビリティ対応ページへの切り替え方法は本マニュアル P12 を御参照ください。 

 

 

Q６ 入力内容を誤ってしまいました。どのように修正すればよいですか。 

 

A６ 「申込内容照会」画面から修正が可能です。本マニュアルの P30を御参照ください。 

 

 

Q７ 行政書士が申請する場合、どのように申請すればよいですか。 

 

A７ 本マニュアルの P32を御参照ください。 
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Q８ 申請後は何をすればよいですか。 

 

A８ 申請後に自動で作成される申請書を印刷し、その他必要書類と併せて栃木県庁まで書

類一式を郵送してください。 

   なお、必要書類については『令和７・８年度入札参加資格審査定期申請の手引き』

にて御案内しております。 

 

 

Q９ 申請書の印刷を失念してしまいました。どうすればよいですか。 

 

A９ 申請書の再印刷が可能です。本マニュアルの P31を御参照ください。 

 

 

 

 

各種お問い合わせ先について 

 

☑電子申請システムの利用者登録やシステムの操作、設定等について 

・マロニエヘルプデスク       

0120－464－119 

・栃木県土整備部監理課建設業担当  

028－623－2390 

 


